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令和２年１０月２９日 

 

 条件付き一般競争入札について公告に記載のあるもののほか、下記に定める事項を適用する。

なお、公告と矛盾のある場合は公告の内容を優先する。 

 

１．入札に参加できる者の資格要件 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項の規定に該当し

ないこと。 

 （２）さくら市建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中でないこと。 

 （３）現場代理人及び主任技術者は、所属建設業者から開札日現在において３ヶ月以上の雇用

関係にあること。 

 （４）入札参有加資格者が入札までに入札条件を満たさなくなったときは入札に参加できない。 

 （５）該当年度のさくら市建設工事入札参加資格者名簿に登録されていること。 

 

２．入札書及び積算内訳書 

 入札書及び積算内訳書の様式は任意とする。 

 

３．入札方法 

 郵便により入札書を提出すること。 

 郵送方法は、郵便局の窓口で「書留」「簡易書留」のいずれかの手続きをし、開札が終わるまで 

差出控えを保管すること。 

 落札に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の１０％に相当する額を加算した金額 

（該当金額に１円未満の端数があるときは、その端金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価 

格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積 

もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

４．入札の無効 

 入札書を封筒に２枚以上入れた場合や、封筒に記入してある工事名と入札書に記入してある工 

事名が異なる場合等は『無効』とする。 

 入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は 

『無効』とする。 

 工事費内訳書を必ず入札書と共に同封すること。同封されていない場合は『無効』とする。 

 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた 

場合は『無効』とする。 


